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「募集」「イベント」「相談」などなど、あなたの暮らしに役立つ〝情報満載〟のコーナー

税務課からのお知らせ

※ 

15
組
限
定
。
13
日
火
ま
で
に
要
予
約
。

❺
誕
生
会
▼
11
月
27
日
火

※ 

11
月
生
ま
れ
は
前
日
ま
で
に
要
予
約
。

●
子
育
て
サ
ロ
ン
を
開
放
し
て
い
ま
す
。

　

▼
月
～
金
10
時
～
16
時

問
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

☎
２
２ｰ

２
４
０
１

日
時　

11
月
21
日
水
14
時
～

場
所　

田
川
青
少
年
文
化
ホ
ー
ル

※
関
係
資
料
は
事
前
に
送
付
し
ま
す
。

問
田
川
税
務
署　

☎
４
４ｰ

４
５
７
６

　

農
業
を
営
む
人
が
使
用
す
る
ト
ラ
ク

タ
ー
な
ど
の
軽
油
に
つ
い
て
は
、
申
請
で

軽
油
引
取
税
が
免
除
さ
れ
る「
免
税
証
」

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
12
月
末
ま
で
に
、「
免

許
証
交
付
申
請
書
」
と「
耕
作
申
請
書
」

を
飯
塚
・
直
方
県
税
事
務
所
ま
で
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。
免
許
証
の
交
付
日
や
必
要

書
類
な
ど
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
飯
塚
・
直
方
県
税
事
務
所

　

☎
０
９
４
８ｰ

２
１ｰ

４
９
０
５

具
の
洗
濯
が
困
難

な
人
を
対
象
に
、

※
寝
具
を
１
週
間

預
か
り
、
洗
濯
後

納
品
し
ま
す
。
対

象
と
な
る
か
の
確

認
の
た
め
、
聞
き
取

り
調
査
や
審
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

負
担
金　

６
４
８
円

申
請
期
限　

11
月
22
日
木

回
収
▼
12
月
5
日
水　

納
品
▼
12
日
水

問
福
智
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
８ｰ

９
５
０
２

　

11
月
11
日
日
は
介
護
の
日
。
期
間
中

は
資
料
展
示
や
関
連
図
書
の
貸
出
を
行
い

ま
す
。
11
日
日
は
高
齢
者
疑
似
体
験
や

介
護
用
品
の
展
示
も
実
施
。
参
加
無
料
。

日
時　

11
月
7
日
水
～
11
日
日

場
所　

ふ
く
ち
の
ち

問
福
智
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　

　

☎
２
８ｰ

９
５
０
2

　

家
内
内
や
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
、
い
じ
め
や

差
別
な
ど
の
問
題
に
、
人
権
擁
護
委
員
と

法
務
局
職
員
が
無
料
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日
時　

12
月
１
日
土
９
時
～
17
時

問
相
談
番
号

　

☎
０
１
２
０ｰ

３
０
７ｰ

４
０
５

　

11
月
17
日
土
は
司
法
書
士
に
よ
る
特

別
相
談
を
実
施
し
ま
す
。
特
別
相
談
は

事
前
予
約
が
必
要
。
相
談
は
無
料
で
す
。

❶
日
時　

11
月
１
日
木
10
時
～
15
時

　

場
所　

人
権
の
ま
ち
づ
く
り
館

❷
日
時　

11
月
８
日
木
10
時
～
15
時

　

場
所　

公
民
館
方
城
分
館

❸
日
時　

11
月
17
日
土
10
時
～
15
時

　

場
所　

金
田
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

❹
日
時　

12
月
６
日
木
10
時
～
15
時

　

場
所　

人
権
の
ま
ち
づ
く
り
館

問
社
会
福
祉
協
議
会 

☎
２
２ｰ

６
６
３
１

日
時　

11
月
28
日
水
9
時
～
12
時

場
所　

方
城
保
健
セ
ン
タ
ー

テ
ー
マ　

認
知
症
模
擬
体
験

　
　
　

～
い
つ
だ
っ
て
、
心
は
生
き
て
い
る

問
方
城
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
２ｰ

６
５
５
６

　

就
学
前
の
お
子
さ
ん
と
保
護
者
が
対

象
。
❶
以
外
は
10
時
30
分
開
始
で
す
。

❶
お
は
な
し
な
ぁ
に
？（
絵
本
の
読
み
聞

　

か
せ
）▼
11
月
６
日
火
11
時
～

❷
お
な
か
の
菌
学
▼
11
月
13
日
火

❸
親
子
リ
ズ
ム
遊
び
▼
11
月
16
日
金

❹
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
▼
11
月
20
日
火

日
時　

11
月
９
日
金
9
時
～
10
時

場
所　

役
場 

本
庁
舎

日
時　

11
月
12
日
月
11
時
～
12
時

場
所　

役
場 

方
城
支
所

日
時　

11
月
12
日
月
13
時
～
14
時

場
所　

役
場 

赤
池
支
所

問
役
場
福
祉
課　

☎
２
２ｰ

７
７
６
３

案
内
所
配
布
期
間 

11
月
28
日
水
～

申
込
期
間 

12
月
17
日
月
～
12
月
26
日
水

案
内
配
布
場
所　

役
場
本
庁
2
階
住
宅
課

　
　
　
　
　
　
　

赤
池
支
所
・
方
城
支
所

問
県
営
住
宅
管
理
部
管
理
課

　

 

☎
０
９
２ｰ

７
８
１ｰ

８
０
２
９

　

子
ど
も
と
一
緒
に
、
昔
な
が
ら
の「
も
ち

つ
き
」を
体
験
し
ま
せ
ん
か
。
参
加
無
料
。

日
時　

12
月
２
日
日
10
時
～

　
　
　

※
11
月
22
日
金
ま
で
に
要
予
約
。

場
所　

福
智
町
方
城
児
童
セ
ン
タ
ー

問
福
智
町
方
城
児
童
セ
ン
タ
ー　

　

☎
２
２ｰ
７
４
０
３

　

65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
や
身
体
障

害
の
た
め
寝
た
き
り
状
態
の
人
で
、
寝

❹
赤
池
中
・
市
場
小
▼
ふ
く
ち
の
ち

❺
方
城
中
・
伊
方
小
▼
公
民
館
方
城
分
館

❻
弁
城
小
▼
方
城
支
所

問
生
涯
学
習
課 

☎
２
２ｰ

１
５
２
１

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

を
対
象
に
、
生
活
習
慣
病
の
発
症
や
重

症
化
予
防
な
ど
を
目
的
に
健
診
を
行
っ

て
い
ま
す
。未
受
診
の
か
た
は
お
早
め
に
。

本
年
度
受
診
期
限　

３
月
末
ま
で

持
参
品　

自
己
負
担
金
５
０
０
円
、
保

　
　
　
　

 

険
証
、
受
診
票（
郵
送
済
）

受
診
場
所　

実
施
医
療
機
関（
受
診
票
と 

　
　
　
　

   

一
緒
に
一
覧
表
を
郵
送
済
。）

※
生
活
習
慣
病
で
治
療
中
の
か
た
は
受

　

診
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

問
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
０
９
２ｰ

６
５
１ｰ

３
１
１
１

進
機
構
を
通
じ
て
、
農
地
の
貸
借
を
行
い

ま
せ
ん
か
。
公
的
機
関
な
の
で
、
農
地
の

貸
し
手
は
確
実
に
賃
料
が
入
り
安
心
。
受

け
手
は
契
約
を
一
本
化
で
き
ま
す
。

受
付
期
間

農
地
の
貸
し
手
▼
随
時
募
集

農
地
の
受
け
手
▼
11
月
30
日
金
ま
で

問
役
場
農
政
課　

☎
２
２ｰ

７
７
６
７

　

福
智
町
成
人
式
で
は
当
日
の
運
営
に
携

わ
る
成
人
者
を
募
集
し
ま
す
。
成
人
式
の

案
内
は
11
月
中
旬
に
発
送
予
定
で
す
。

募
集　

式
典
で
の
宣
誓
者
、
記
念
品
受

　
　
　

取
者
、
司
会
進
行
、 

祝
電
披
露
、

　
　
　

来
賓
紹
介（
各
1
人
）

　
　
　

各
校
区
受
付（
3
校
区
2
人
ず
つ
）

募
集
期
限　

11
月
30
日
金

※
応
募
多
数
の
場
合
は
選
考
し
ま
す
。

問
生
涯
学
習
課 

☎
２
２ｰ

１
５
２
１

　

若
年
性
認
知
症
の
人
や
そ
の
家
族
同

士
の
交
流
・
情
報
交
換
を
目
的
と
し
て
、

交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。
参
加
無
料
。

日
時　

12
月
１
日
土
13
時
～
15
時

場
所　

福
岡
県
立
大
学

定
員　

50
人（
前
日
ま
で
に
要
予
約
）

問
若
年
性
認
知
症
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

 

☎
０
９
２ｰ

５
７
４ｰ

０
１
９
６

　

12
月
４
日
火
か
ら
12
月
10
日
月
は

人
権
週
間
で
す
。
期
間
中
は
町
内
小
中

学
生
の
人
権
に
関
す
る
作
品
を
公
共
施

設
６
か
所
に
分
け
て
展
示
し
ま
す
。

❶
金
田
小
▼
役
場
本
庁　

❷
金
田
中
▼
公
民
館
金
田
分
館

❸
上
野
小
▼
赤
池
支
所（
中
央
公
民
館
）

　

弁
護
士
に
よ
る
出
張

無
料
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

年
度
内
お
一
人
一
回
の
み
で
す
。

日
時　

12
月
６
日
木
13
時
～
16
時

　
　
　

※
当
日
11
時
ま
で
に
役
場
総
務

　
　
　
　

課
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

場
所　

人
権
の
ま
ち
づ
く
り
館

問
役
場
総
務
課　

☎
２
２ｰ

０
５
５
５

　

犯
罪
被
害
に
あ
っ
た
か
た
の
心
の
ケ

ア
窓
口「
ミ
ズ
・
リ
リ
ー
フ
・
ラ
イ
ン
」。
女

性
の
臨
床
心
理
士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

受
付
時
間　

平
日
▼
9
時
～
17
時
45
分

☎
０
９
２ｰ

６
３
２ｰ

７
８
３
０

※
性
犯
罪
被
害
者
に
は「
＃
８
１
０
３
」で

　

24
時
間
相
談
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
特
別
に
講
師
を
招
い
て
就
労

支
援
の
お
話
し
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
時　

11
月
24
日
土
10
時
～
12
時

場
所　

ほ
の
ぼ
の
館（
参
加
費
１
０
０
円
）

問
ほ
の
ぼ
の
カ
フ
ェ
実
行
委
員
会（
金
山
）

　

 

☎
0
９
０ｰ

１
１
９
３ｰ

７
９
３
３

　

公
益
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推

※掛布団・敷布団・毛布を１組

↑自分たちの手で、一生に一度の思い出を作りませんか。

　次の場合は役場税務課までご連絡く
ださい。そのままにしておくと建物が無
くても課税されたり、正しい固定資産税
の金額が算定されない場合があります。

問税務課賦課係
☎22 ｰ7762

建物を新築・増築・解体した時…

　建物の全部または一部を取り壊したとき

　建物を新築・増築したとき

建物の登記について

ずお知らせください！

　建物は新築後１カ月以内に表題登記をする
ことが不動産登記法で定められています。新
築でなくても登記されていない建物を所有し
ている場合はご検
討ください。

必

※新築・増築・滅失登記の手続きをした場合は連絡不要。

心
配
ご
と
相
談

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
行
事

ほ
の
ぼ
の
介
護
予
防
教
室

補
聴
器
相
談

「
介
護
の
日
」イ
ベ
ン
ト
開
催

寝
具
洗
濯
サ
ー
ビ
ス

弁
護
士
出
張
無
料
相
談

若
年
性
認
知
症
交
流
会

犯
罪
被
害
者
相
談
電
話

児
童
生
徒
の
人
権
作
品
展

平
成
30
年
分
年
末
調
整
説
明
会

県
内
一
斉
無
料
電
話
相
談

成
人
式
の
宣
誓
者
・
運
営
ス
タ
ッ
フ
募
集

児
童
セ
ン
タ
ー
親
子
も
ち
つ
き
大
会

県
営
住
宅
入
居
者
募
集

農
地
の
貸
借
に
つ
い
て

農
業
用
免
税
軽
油
の
申
請
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者「
健
康
診
査
」

ほ
の
ぼ
の
カ
フ
ェ


